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旧優生保護法下の「優生手術」の実態解明と被害者救済について 
 
マスコミ等で周知のように，本年（2018年）1月，旧優生保護法下で「遺伝性精神薄弱」
と「診断」され，15 歳で優生手術を強制された宮城県の 60 代の女性が，子どもを産み育
てる基本的な権利を奪われ，また，被害者救済制度をつくってこなかったとして，国に対

し，国家賠償法による損害賠償の訴えを仙台地方裁判所に起こしました。こうした国賠訴

訟を求め提訴する動きとあわせて，旧優生保護法下の強制優生手術の実態解明に向けた取

り組みが，マスコミ等の調査や各都道府県の調査等により，進んでいます。 
それらの調査に基づき，茨城県の実態を見ると，1949～1996 年の強制優生手術の件数
は 54 件（都道府県では最少から 7 番目，最多は北海道 2593 件。朝日新聞(2 月 20 日付)
より）と紹介されています。また，毎日新聞の調べ（3 月 4 日付）によれば，全国の優生
手術関連の資料の保存状況を，全国 47都道府県に確認したところ，茨城県は「現存せず」
と答えています。 
ところで，これまでの私たちの研究では，茨城県内において少なくとも 9名（1954年度）
の強制優生手術を受けた方の氏名がわかる公的資料（以下，「1954 年度資料」と呼ぶ）が
存在していることを確認しています。 
本県における関連資料が「少ない」とされている現状にかんがみ，茨城県内における強

制優生手術の実態解明と被害者救済が真摯に，また確実に実施されることを願い，以下の

通り申し入れます。 
 
１	 「1954 年度資料」（優生手術者氏名 9 名分）と，その分析結果(研究発表)を提供し，
これらを参考に，県内の実態を徹底して究明されることを要望します。 

 
２	 茨城県内で実施された優生手術の関係機関（県内保健所〈優生保護相談所だった〉，精

神科病院，障害者施設など）への資料の照会，関係者（行政職員，医師，施設職員，親

など）への聞き取りを進めるなど，資料の発掘と実態解明をするための第三者機関を設

けることを要望します。 
 
３	 「1954年度資料」で明かになっている優生手術を受けた方を含め，県内のすべての被
害者の救済措置を講じられることを要望します。 
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